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１．適用の範囲 

 

【解説】 

 本要領は、北九州市都市整備局が管理する道路橋の定期点検に適用する。 
 なお、本要領は、定期点検に関して標準的な内容や現時点での知見で予見さ
れる注意事項等について規定したものである。 
 一方、橋梁の状況は、橋梁の構造形式、交通量、供用年数及び周辺環境等に
よって千差万別である。このため、実際の点検にあたっては、本要領に基づ
き、個々の橋梁の状況に応じて定期点検の目的が達成されるよう、十分な検討
を行う必要がある。 

  

 本要領は、道路法の道路における橋⻑ 2.0m 以上の橋、⾼架の道路等（以
下「道路橋」という。）のうち、北九州市都市整備局が管理する道路橋の定
期点検に適用する。 
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